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カーボン・クレジット市場利用規約の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（呼値） 

第２９条 参加者は、売買立会による売買を

行おうとするときは、呼値を行わなければ

ならない。この場合において、参加者は、

次の各号に掲げる事項を、当取引所に対し

明らかにしなければならない。 

（呼値） 

第２９条 参加者は、売買立会による売買を

行おうとするときは、呼値を行わなければ

ならない。この場合において、参加者は、

次の各号に掲げる事項を、当取引所に対し

明らかにしなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） Ｊ－クレジットに係る売付けを行

おうとするときは、当該売付けが成立し

た場合に移転するＪ－クレジットに関す

る移転用クレジット認証番号（Ｊ－クレ

ジット制度事務局が定める１１桁の移転

用クレジット認証番号をいう。以下同

じ。） 

（３） Ｊ－クレジットに係る売付けを行

おうとするときは、当該売付けが成立し

た場合に移転するＪ－クレジットに関す

るクレジット認証番号（Ｊ－クレジット

の認証時にプロジェクトの認証ごとに付

与される番号をいう。以下同じ。） 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（売買又は決済に関する規制措置等） 

第３２条 当取引所は、本市場の運営に係る

安定性確保の観点から必要と認めた場合に

は、次の各号に掲げる措置その他の当取引

所が適当と認める売買又は決済に関する規

制措置を講じることができるものとする。 

（売買又は決済に関する規制措置等） 

第３２条 当取引所は、本市場の運営に係る

安定性確保の観点から必要と認めた場合に

は、次の各号に掲げる措置その他の当取引

所が適当と認める売買又は決済に関する規

制措置を講じることができるものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 移転用クレジット認証番号の指定

の制限又は決済におけるクレジットの移

転の制限 

（４） クレジット認証番号の指定の制限

又は決済におけるクレジットの移転の制

限 

（５） （略） （５） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（決済単位の通知） （決済単位の通知） 

第３５条 当取引所は、売買約定の成立後、

第３３条に規定する決済の単位（以下この

章において「決済単位」という。）ごと

に、次の各号に掲げる売買の対象の区分に

従い、当該各号に定める事項について、本

システムを通じて当該売買約定の当事者で

ある参加者に通知するものとする。 

第３５条 当取引所は、売買約定の成立後、

第３３条に規定する決済の単位（以下この

章において「決済単位」という。）ごと

に、次の各号に掲げる売買の対象の区分に

従い、当該各号に定める事項について、本

システムを通じて当該売買約定の当事者で

ある参加者に通知するものとする。 

（１） Ｊ－クレジット 

カーボン・クレジットの数量、売買代

金、移転用クレジット認証番号及びその

他これらに関連する情報 

（１） Ｊ－クレジット 

カーボン・クレジットの数量、売買代

金、クレジット認証番号及びその他これ

らに関連する情報 

（２） （略） （２） （略） 

  

（Ｊ－クレジットにおける移転用クレジッ

ト認証番号の過誤等に係る申告） 

（Ｊ－クレジットにおけるクレジット認証

番号の過誤等に係る申告） 
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第３６条 売り方参加者は、前条の通知につ

いて、自己の保有するＪ－クレジット（第

３９条第１項に規定する日時までに保有、

移転可能なものを含む。）と照合し、第２

９条第１項第３号の規定により指定した移

転用クレジット認証番号に過誤がある場合

又は前条の規定により通知したＪ－クレジ

ットの数量を移転できない場合は、直ち

に、その旨及び次の各号に掲げる事項を、

当取引所が定めるところにより当取引所に

申告しなければならない。 

第３６条 売り方参加者は、前条の通知につ

いて、自己の保有するＪ－クレジット（第

３９条第１項に規定する日時までに保有、

移転可能なものを含む。）と照合し、第２

９条第１項第３号の規定により指定したク

レジット認証番号に過誤がある場合又は前

条の規定により通知したＪ－クレジットの

数量を移転できない場合は、直ちに、その

旨及び次の各号に掲げる事項を、当取引所

が定めるところにより当取引所に申告しな

ければならない。 

（１） 当該売り方参加者が、当該売買約

定と同数量以上かつ同一の売買の区分に

属する別の移転用クレジット認証番号に

係るＪ－クレジットを保有しており、か

つ、当該Ｊ－クレジットによって当該売

買約定に係る決済を行うことを希望する

ときは、その旨及び訂正後の移転用クレ

ジット認証番号 

（１） 当該売り方参加者が、当該売買約

定と同数量以上かつ同一の売買の区分に

属する別のクレジット認証番号に係るＪ

－クレジットを保有しており、かつ、当

該Ｊ－クレジットによって当該売買約定

に係る決済を行うことを希望するとき

は、その旨及び訂正後のクレジット認証

番号 

（２） 当該売買約定と同数量以上かつ同

一の売買の区分に属する別の移転用クレ

ジット認証番号に係るＪ－クレジットを

保有していないとき又は当該売買約定と

同数量以上かつ同一の売買の区分に属す

る別の移転用クレジット認証番号に係る

Ｊ－クレジットを保有しているが当該売

買約定に係る決済を行うことを希望しな

いときは、当該売買約定に係るＪ－クレ

ジットの移転が困難である旨 

（２） 当該売買約定と同数量以上かつ同

一の売買の区分に属する別のクレジット

認証番号に係るＪ－クレジットを保有し

ていないとき又は当該売買約定と同数量

以上かつ同一の売買の区分に属する別の

クレジット認証番号に係るＪ－クレジッ

トを保有しているが当該売買約定に係る

決済を行うことを希望しないときは、当

該売買約定に係るＪ－クレジットの移転

が困難である旨 

２ 売り方参加者は、前項第１号に規定する

事項を申告したときは、訂正後の移転用ク

レジット認証番号に係るＪ－クレジットに

より当該売買約定を決済するものとする。 

２ 売り方参加者は、前項第１号に規定する

事項を申告したときは、訂正後のクレジッ

ト認証番号に係るＪ－クレジットにより当

該売買約定を決済するものとする。 

  

（決済において授受するカーボン・クレジ

ット） 

第３８条 カーボン・クレジットの決済にお

いて参加者が授受するカーボン・クレジッ

トは、次の各号に定める区分に従い、当該

各号に定めるところによる。 

（決済において授受するカーボン・クレジ

ット） 

第３８条 カーボン・クレジットの決済にお

いて参加者が授受するカーボン・クレジッ

トは、次の各号に定める区分に従い、当該

各号に定めるところによる。 

（１） 引渡しクレジット 

一の日に売買約定が成立したカーボ

ン・クレジットのうちＪ－クレジットに

おいては売り方参加者ごとかつ第２９条

第１項第３号の規定により指定した移転

用クレジット認証番号ごとに合算したも

のをいい、超過削減枠においては売り方

参加者ごとに合算したものをいう。 

（１） 引渡しクレジット 

一の日に売買約定が成立したカーボ

ン・クレジットのうちＪ－クレジットに

おいては売り方参加者ごとかつ第２９条

第１項第３号の規定により指定したクレ

ジット認証番号ごとに合算したものをい

い、超過削減枠においては売り方参加者

ごとに合算したものをいう。 

（２） 受取りクレジット 

一の日に売買約定が成立したカーボ

ン・クレジットのうち、Ｊ－クレジット

（２） 受取りクレジット 

一の日に売買約定が成立したカーボ

ン・クレジットのうち、Ｊ－クレジット
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においては買い方参加者ごとかつ移転用

クレジット認証番号ごとに合算したもの

をいい、超過削減枠においては買い方参

加者ごとに合算したものをいう。 

においては買い方参加者ごとかつクレジ

ット認証番号ごとに合算したものをい

い、超過削減枠においては買い方参加者

ごとに合算したものをいう。 

２ 前項各号に定める引渡しクレジットと受

取りクレジットについて、Ｊ－クレジット

において同一の参加者における同一の移転

用クレジット認証番号に係るカーボン・ク

レジットの数量の差引計算は行わず、ま

た、超過削減枠において同一の参加者にお

けるカーボン・クレジットの数量の差引計

算は行わないこととする。 

２ 前項各号に定める引渡しクレジットと受

取りクレジットについて、Ｊ－クレジット

において同一の参加者における同一のクレ

ジット認証番号に係るカーボン・クレジッ

トの数量の差引計算は行わず、また、超過

削減枠において同一の参加者におけるカー

ボン・クレジットの数量の差引計算は行わ

ないこととする。 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年３月１８日か

ら施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、本システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、令和８年

３月１８日から施行することが適当でない

と当取引所が認める場合には、同日後の当

取引所が定める日から施行する。 
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カーボン・クレジット市場利用規約補助規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（移転用クレジット認証番号の過誤等に係

る申告時限） 

第１５条 （略） 

（クレジット認証番号の過誤等に係る申告

時限） 

第１５条 （略） 

  

別表１ 売買の区分に関する表 別表１ 売買の区分に関する表 

  

第一

階層 

第二階

層 

第三階

層 概要 

制度 大分類 小分類 

Ｊ－

クレ

ジッ

ト 

省エネ

ルギー 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る省エネルギ

ーの方法論の

みを用いて認

証されたＪ－

クレジットの

うちモニタリ

ング報告書

（注１）にお

いて省エネ量

（ｋｌ）のみ

が正の数であ

るＪ－クレジ

ットからなる

区分をいう。 

再生可

能エネ

ルギー

（電

力） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る再生可能エ

ネルギーの方

法論（「バイ

オマス固形燃

料（木質バイ

オマス）によ

る化石燃料又

は系統電力の

代替」の方法

論を除く。）

のみを用いて

認証されたＪ

第一

階層 

第二階

層 

第三階

層 概要 

制度 大分類 小分類 

Ｊ－

クレ

ジッ

ト 

省エネ

ルギー 

（指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める省

エネルギーの

方法論のみを

用いて認証さ

れたＪ－クレ

ジットのうち

モニタリング

報告書（注

１）において

省エネ量（ｋ

ｌ）のみが正

の数であるＪ

－クレジット

からなる区分

をいう。 

再生可

能エネ

ルギー

（電

力） 

（指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める再

生可能エネル

ギーの方法論

（「バイオマ

ス固形燃料

（木質バイオ

マス）による

化石燃料又は

系統電力の代

替」の方法論

を除く。）の

みを用いて認

証されたＪ－
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－クレジット

のうちモニタ

リング報告書

において再エ

ネ量（電力）

（ＭＷｈ）の

みが正の数で

あるものから

なる区分をい

う。 

再生可

能エネ

ルギー

（電

力：木

質バイ

オマ

ス） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る再生可能エ

ネルギーの方

法論（「バイ

オマス固形燃

料（木質バイ

オマス）によ

る化石燃料又

は系統電力の

代替」の方法

論に限る。）

のみを用いて

認証されたＪ

－クレジット

のうちモニタ

リング報告書

において再エ

ネ量（電力）

（ＭＷｈ）の

みが正の数で

あるものから

なる区分をい

う。 

再生可

能エネ

ルギー

（熱） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る再生可能エ

ネルギーの方

法論のみを用

いて認証され

たＪ－クレジ

ットのうちモ

ニタリング報

クレジットの

うちモニタリ

ング報告書に

おいて再エネ

量（電力）

（ＭＷｈ）の

みが正の数で

あるものから

なる区分をい

う。 

再生可

能エネ

ルギー

（電

力：木

質バイ

オマ

ス） 

（指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める再

生可能エネル

ギーの方法論

（「バイオマ

ス固形燃料

（木質バイオ

マス）による

化石燃料又は

系統電力の代

替」の方法論

に限る。）の

みを用いて認

証されたＪ－

クレジットの

うちモニタリ

ング報告書に

おいて再エネ

量（電力）

（ＭＷｈ）の

みが正の数で

あるものから

なる区分をい

う。 

再生可

能エネ

ルギー

（熱） 

（指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める再

生可能エネル

ギーの方法論

のみを用いて

認証されたＪ

－クレジット

のうちモニタ

リング報告書
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告書において

再エネ量

（熱）（Ｇ

Ｊ）のみが正

の数であるも

のからなる区

分をいう。 

再生可

能エネ

ルギー

（電

力・熱

混合） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る再生可能エ

ネルギーの方

法論のみを用

いて認証され

たＪ－クレジ

ットのうちモ

ニタリング報

告書において

次の各号に掲

げる数値のい

ずれか二以上

が正の数であ

るものからな

る区分をい

う。 

（１） 

「バイオマ

ス固形燃料

（木質バイ

オマス）に

よる化石燃

料又は系統

電力の代

替」以外の

方法論のみ

を用いて認

証されたＪ

－クレジッ

トのうち再

エネ量（電

力）（ＭＷ

ｈ） 

（２） 

「バイオマ

ス固形燃料

（木質バイ

オマス）に

よる化石燃

において再エ

ネ量（熱）

（ＧＪ）のみ

が正の数であ

るものからな

る区分をい

う。 

再生可

能エネ

ルギー

（電

力・熱

混合） 

（指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める再

生可能エネル

ギーの方法論

のみを用いて

認証されたＪ

－クレジット

のうちモニタ

リング報告書

において次の

各号に掲げる

数値のいずれ

か二以上が正

の数であるも

のからなる区

分をいう。 

（１） 

「バイオマ

ス固形燃料

（木質バイ

オマス）に

よる化石燃

料又は系統

電力の代

替」以外の

方法論のみ

を用いて認

証されたＪ

－クレジッ

トのうち再

エネ量（電

力）（ＭＷ

ｈ） 

（２） 

「バイオマ

ス固形燃料

（木質バイ

オマス）に

よる化石燃

料又は系統
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料又は系統

電力の代

替」の方法

論のみを用

いて認証さ

れたＪ－ク

レジットの

うち再エネ

量（電力）

（ＭＷｈ） 

（３） 再

エネ量

（熱）（Ｇ

Ｊ） 

森林 （指定

しな

い） 

 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る森林の方法

論のみを用い

て認証された

Ｊ－クレジッ

トからなる区

分をいう。 

農業

（中干

し期間

の延

長） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る農業の方法

論（「水稲栽

培における中

干し期間の延

長」の方法論

に限る。）の

みを用いて認

証されたＪ－

クレジットか

らなる区分を

いう。 

電力の代

替」の方法

論のみを用

いて認証さ

れたＪ－ク

レジットの

うち再エネ

量（電力）

（ＭＷｈ） 

（３） 再

エネ量

（熱）（Ｇ

Ｊ） 

 

森林 （指定

しな

い） 

 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める森

林の方法論の

みを用いて認

証されたＪ－

クレジットか

らなる区分を

いう。 

農業

（中干

し期間

の延

長） 

（指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める農

業の方法論

（「水稲栽培

における中干

し期間の延

長」の方法論

に限る。）の

みを用いて認

証されたＪ－

クレジットか

らなる区分を

いう。 
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農業

（バイ

オ炭） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

Ｊ－クレジッ

ト制度で定め

る農業の方法

論（「バイオ

炭の農地施

用」の方法論

に限る。）の

みを用いて認

証されたＪ－

クレジットか

らなる区分を

いう。 

その他 （指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が１

から始まり、

上記のいずれ

にもあてはま

らないＪ－ク

レジットから

なる区分をい

う。 

国内

クレ

ジッ

ト制

度か

らの

移行

型 

国内ク

レジッ

ト 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が２

から始まるＪ

－クレジット

からなる区分

をいう。 

Ｊ－

ＶＥ

Ｒ制

度か

らの

移行

型 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（森

林） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が３

から始まり、

Ｊ－ＶＥＲ制

度で定める森

林の方法論の

みを用いて認

証されたＪ－

クレジットか

らなる区分を

いう。 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（その

他） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が３

から始まり、

農業

（バイ

オ炭） 

（指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

クレジット制

度で定める農

業の方法論

（「バイオ炭

の農地施用」

の方法論に限

る。）のみを

用いて認証さ

れたＪ－クレ

ジットからな

る区分をい

う。 

その他 （指定

しな

い） 

１から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、上記

のいずれにも

あてはまらな

いＪ－クレジ

ットからなる

区分をいう。 

 

国内

クレ

ジッ

ト制

度か

らの

移行

型 

国内ク

レジッ

ト 

（指定

しな

い） 

２から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもつＪ－ク

レジットから

なる区分をい

う。 

Ｊ－

ＶＥ

Ｒ制

度か

らの

移行

型 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（森

林） 

（指定

しな

い） 

３から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

ＶＥＲ制度で

定める森林の

方法論のみを

用いて認証さ

れたＪ－クレ

ジットからな

る区分をい

う。 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（その

他） 

（指定

しな

い） 

３から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、上記
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上記にあては

まらないＪ－

クレジットか

らなる区分を

いう。 

地域

版Ｊ

－ク

レジ

ッ

ト、

Ｊ－

ＶＥ

Ｒ

（未

移

行）

、地

域版

Ｊ－

ＶＥ

Ｒ

（未

移

行）

、国

内ク

レジ

ット

（未

移

行） 

地域版

クレジ

ット 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が４

から始まるＪ

－クレジット

からなる区分

をいう。 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（未移

行）森

林 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が０

から始まり、

Ｊ－ＶＥＲ制

度で定める森

林吸収方法論

のみを用いて

認証されたＪ

－クレジット

からなる区分

をいう。 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（未移

行）そ

の他 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が０

から始まり、

上記にあては

まらないＪ－

クレジットか

らなる区分を

いう。 

地域版

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（未移

行） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が９

から始まるＪ

－クレジット

からなる区分

をいう。 

国内ク

レジッ

ト（未

移行） 

（指定

しな

い） 

移転用クレジ

ット認証番号

の１桁目が８

から始まるＪ

－クレジット

からなる区分

をいう。 

（略） 
 

にあてはまら

ないＪ－クレ

ジットからな

る区分をい

う。 

 

地域

版Ｊ

－ク

レジ

ッ

ト、

Ｊ－

ＶＥ

Ｒ

（未

移

行）

、地

域版

Ｊ－

ＶＥ

Ｒ

（未

移

行）

、国

内ク

レジ

ット

（未

移

行） 

地域版

クレジ

ット 

（指定

しな

い） 

４から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもつＪ－ク

レジットから

なる区分をい

う。 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（未移

行）森

林 

（指定

しな

い） 

０から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、Ｊ－

ＶＥＲ制度で

定める森林吸

収方法論のみ

を用いて認証

されたＪ－ク

レジットから

なる区分をい

う。 

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（未移

行）そ

の他 

（指定

しな

い） 

０から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもち、上記

にあてはまら

ないＪ－クレ

ジットからな

る区分をい

う。 

地域版

Ｊ－Ｖ

ＥＲ

（未移

行） 

（指定

しな

い） 

９から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもつＪ－ク

レジットから

なる区分をい

う。 

国内ク

レジッ

ト（未

移行） 

（指定

しな

い） 

８から始まる

７桁のクレジ

ット認証番号

をもつＪ－ク

レジットから

なる区分をい

う。 

（略） 
 

（注１） （略） （注１） （略） 
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付  則  

１ この改正規定は、令和８年３月１８日に

施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、本システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、令和８年

３月１８日から施行することが適当でない

と当取引所が認める場合には、同日後の当

取引所が定める日から施行する。 

 

  

 


